


令和6年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等
支援加算の計画書については、例年２月末が提出期限となっておりますが、

厚生労働省から詳細な通知がきましたら速やかにお知らせいたしますので、内容を確認して計
画書を作成し、期限までに提出してください。



運営推進会議の対象サービスと開催回数等については上記表をご覧ください。



議事録の提出の際は、市HPに掲載の記載例を確認し、記載漏れの無いよう提出してく
ださい。



新規指定の場合、届出事項の変更のほか、事業所の追加または事業所の廃止の場
合も届出が必要です。
電子申請をお願いします。


